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事 業 報 告

（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2年 3月 31 日）

１．株式会社の現況

（１）営業の経過および成果

当事業年度の我が国経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇

用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復しておりましたが、当事業

年度終盤に発生した新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛やイベント

の中止・延期、訪日客の大幅減などにより、急速な個人消費の減少、企業収益の悪化

等の影響が生じております。

このような状況のもと、当事業年度における売上高は、株式会社中野サンプラザか

らの建物賃料収入により、456,000 千円となりました。

株式会社中野サンプラザの収益に基づく歩合賃料は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、令和 2年 2月以降、中野サンプラザへの来館者数が顕著に減少し、

収益が著しく減少したことから計上には至らず、固定賃料 456,000 千円のみの計上と

なりました。

税引前当期純利益は 30,060 千円となり、その結果、当期純利益は 20,654 千円と

なりました。

(２）資金調達の状況

該当事項はございません。

（３）設備投資の状況

当期において実施した設備投資の総額は 32,980 千円であり、主として中野サン

プラザ非常放送設備更新等への投資であります。

（４）他の会社の株式の取得の状況

該当事項はございません。
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（５）直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）1 株当たり当期純損失は、各期の期中平均株式数に基づき算出しております。

※ 当期純損失については、（ ）で示しております。

（６）主要な事業内容

１．不動産の管理及び賃貸の事業

２．不動産の売買、交換、所有の事業

（７）主要な事業所

本社 東京都中野区中野四丁目１番１号

（8）主要な借入先の状況

２．会社の現況

(１)株式の状況

１．発行可能株式総数 普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

C種優先株式 1 株

２．発行済株式の総数 普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

Ｃ種優先株式 1 株

３．株主数 1名

区 分 第 13 期

（平成 29 年 3月期）

第 14 期

（平成 30 年 3月期）

第 15 期

（平成 31 年 3月期）

第 16 期

（令和 2年 3月期）

売上高（千円） 540,695 548,890 547,034 456,000

経常利益（千円） 111,093 140,810 145,206 30,060

当期純利益（千円） 77,104 97,023 100,538 20,654

１株当たり当期純損失（円） (11,255.42) (14,797.12) (19,681.74) （26,401.93）

総資産（千円） 6,107,734 6,158,350 6,221,323 6,242,034

純資産（千円） 1,245,350 1,342,374 1,442,912 1,463,567

借入先 借入残高
借入先が所有する当社の株式

持株数 議決権比率

西武信用金庫本店 4,374 百万円 － －
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４．大株主

普通株式

C種優先株式

（注）Ｃ種優先株式は議決権を有してはおりません。

(２)会社役員の状況

1．取締役および監査役の状況

（注）1. 令和元年 6月 18 日開催の定時株主総会において、田中政之氏が取締役に

選任され就任致しました。

2. 監査役塩田龍海、戸矢崎哲及び大塚孝子の各氏は社外監査役であります。

2．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称 永和監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 2,000 千円

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 10,100 株 71.6% ― ―

甲種優先株式

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 4,000 株 28.4% ― ―

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 1株 ― ― ―

地 位 氏 名 担当または主な職業

代表取締役社長 金 野 晃 元中野区副区長

取締役 横 山 克 人 中野区副区長

取締役 山 岸 隆 一 元中野区収入役

取締役 川 村 秀 利 元宮園自動車株式会社 代表取締役

取締役 田 中 政 之 元中野区健康福祉部長

常勤監査役 塩 田 龍 海 公認会計士

監査役 戸 矢 崎 哲 国際電子工業株式会社 取締役社長

監査役 大 塚 孝 子 弁護士



4

3. 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる内部統制シ

ステム）について、その基本方針を平成 18 年 5 月 26 日の取締役会で決議し、平

成３０年６月２２日の取締役会でその一部を改定いたしました。なお、改定後の全文

は以下のとおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継続的に必要な見

直しを行っていくこととしております。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制（法３６２条第４項第６号・施行規則１００条第１項第４号）

当社の取締役及び使用人はコンプライアンスを遵守し、経営の重要な計画及

び運営に関わる戦略などの意思決定は取締役会で充分審議し決定するとと

もに、監査役は法令並びに定款上の問題の有無を調査し、遵守状況の確認

を行う。

（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制（施行規則

１００条第１項第１号）

代表取締役社長は「株主総会」・「取締役会」の議事録、稟議書等の重要な

文書（電磁的記録含む）について法令及び「文書取扱規程」に基づき保存、

管理する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（施行規則１００条第１項第２

号）

代表取締役社長は、当社所有施設が二十四時間営業かつ不特定多数の者

が出入りすること、ホテル・宴会を含み不特定多数の顧客を相手とした多様な

業態を実施していることに鑑み、「危機管理」を経営上の重要課題であること

と認識し、子会社であり、当社所有施設の運営会社である株式会社中野サン

プラザとも常に迅速且つ適切な対応が取れるよう連絡・指示体制を確立する

ものとする。



5

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（施行

規則１００条第１項第３号）

代表取締役社長は、取締役の職務の執行の効率化に関し、取締役会におい

て中期経営計画及び年次経営計画を策定し、経営計画に基づいた具体的

施策や目標達成状況の管理を行う。

（5）次に掲げる体制その他の当社並びに企業集団における業務の適正を確保

するための体制（施行規則１００条第 １項第５号イ～ニ）

(イ)子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

代表取締役社長は、運営会社である株式会社中野サンプラザとの円滑な情

報交換とグループ活動を促進するため、定期的に連絡会議を開催し、経営方

針の協議を行うと共に法令遵守や危機管理の状況等を確認するものとする。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、株式会社中野サンプラザが、二十四時間営業かつ不特定多数の者

が出入りする業態であること、ホテル・宴会を含み不特定多数の顧客を相手と

した多様な業態を実施していることに鑑み、株式会社中野サンプラザに、「危

機管理」を経営上の重要課題であることと認識させ、常に迅速且つ適切な対

応が取れるよう連絡・指示体制を確立させるものとする。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

当社は、株式会社中野サンプラザの経営会議や取締役会において中期経

営計画及び年次経営計画を策定させ、経営計画に基づいた各部門の具体

的施策や目標達成状況の管理を行わせる。

(二)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

当社は、株式会社中野サンプラザの取締役及び使用人のコンプライアンス

遵守を徹底させ、経営の重要な計画及び運営に関わる戦略などの意思決

定を経営会議や取締役会で充分審議し決定させるとともに、株式会社中野

サンプラザの監査役に、法令並びに定款上の問題の有無を調査させ、遵守

状況の確認を行わせる。
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（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立に関する事項（施

行規則１００条第３項第１、２号）

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その職務を

補助すべき使用人として、監査役付を置くものとする。また、監査役より監査

業務に必要な命令を受けた使用人は、当該事項に関して、取締役の指揮命

令を受けないものとする。

（7）監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項（施行規則１００条第３項第３号）

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関して

当該使用人の属する組織等の者の指揮命令を受けないものとする。

（8）当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査

役への報告に関する体制及び子会社の取締役、監査役、使用人から報告を

受けた者は、当社の監査役に報告するための体制（施行規則１００条第３項

第４号イ、ロ）

当社の取締役または使用人は、監査役に対して当社及び子会社である株式

会社中野サンプラザに重大な影響を及ぼす恐れがある事項については速や

かに報告する。子会社の取締役、監査役、使用人から当社あるいは子会社

に重大な影響を及ぼす恐れがある事項について報告を受けた者は、当社の

監査役に速やかに報告する。

(9)当社の監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱い

を受けないことを確保するための体制（施行規則１００条第３項第５号）

当社は、当社の監査役に当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理

由とするいかなる不利益な取り扱いを行うことを禁止する。監査役は、当該報

告を行った者が特定される事項については、取締役会等への報告義務は負

わない。
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(10)当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方

針に関する事項（施行規則１００条第３項第６号）

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の

請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執

行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務

を処理する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（施行

規則１００条第３項第７号）

監査役は重要な意思決定のプロセスの業務の執行状況を把握するため、取

締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文

書を閲覧し、取締役及び使用人に説明をもとめることとする。また、監査役会

は監査の実施にあたり、会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実効性を

確保するものとする。

４．業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる内部統制システ

ム）についての基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めてお

ります。当期における運用状況の概要は、以下の通りであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

当期において、当社は取締役会を 12 回開催し、経営の重要な計画及び運

営に関わる戦略などの意思決定は充分審議し決定いたしました。なお、取締

役会は取締役 5名で構成され、監査役も出席しております。監査役は法令

並びに定款上の問題の有無を調査し、遵守状況の確認を行っております。
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（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

当期に開催された「株主総会」・「取締役会」の議事録、稟議書等の重要な文

書（電磁的記録含む）について法令及び「文書取扱規程」に基づき保存、管

理されております。

（3）企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、子会社との円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的

に当社の取締役、子会社の取締役との会合を行い、経営方針の協議と共に法

令遵守や危機管理の状況等を確認する機会を設けております。

（4）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制

監査役は取締役会等重要会議に出席し、業務運営や課題、及び重大な影響

を及ぼす恐れがある事項について報告を受けております。

（5）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は取締役会等重要会議に出席し、取締役と常時意見交換できる体制

となっております。また、監査役は稟議書等業務執行に係る重要な文書の閲

覧を行うことなどにより、監査の実効性向上を図っております。監査役会は、会

社計算規則に基づく会計監査人からの通知事項、意見交換や監査実施状

況、及び半期決算毎の監査報告などを通じて、会計監査人の職務実施状況

の把握・評価を行っております。なお、監査役会は 3名で構成されておりま

す。
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貸借対照表

（令和 2年 3月 31 日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 1,453,921 流動負債 4,538,210

現金及び預金 1,436,474 一年以内返済長期借入金 4,374,000

前払費用 2,433 未払金 2,000

未収法人税等 15,013 未払費用 56,310

固定資産 4,788,112 預り金 46

有形固定資産 4,364,905 未払法人税等 2,570

建物 1,079,502 前受収益 41,800

土地 3,285,403 その他 61,484

その他 0 固定負債 240,256

投資その他の資産 423,207 預り保証金 228,000

関係会社株式 405,000 資産除去債務 12,256

繰延税金資産 18,187 負債合計 4,778,467

出資金 20 （純資産の部）

株主資本 1,463,567

資本金 500,000

資本剰余金 417,842

資本準備金 301,000

その他資本剰余金 116,842

利益剰余金 545,725

その他利益剰余金 545,725

繰越利益剰余金 545,725

純資産合計 1,463,567

資産合計 6,242,034 負債及び純資産合計 6,242,034
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損益計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 456,000

売上原価 87,948

売上総利益 368,051

販売費及び一般管理費 250,868

営業利益 117,182

営業外収益

受取利息・配当金 14

雑収入 173 188

営業外費用

支払利息 87,310 87,310

経常利益 30,060

税引前当期純利益 30,060

法人税、住民税及び事業税 7,374

法人税等調整額 2,031 9,405

当期純利益 20,654
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株主資本等変動計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株 主

資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

その他

利 益

剰余金

繰 越

利 益

剰余金

当期首残高 500,000 301,000 116,842 417,842 525,070 1,442,912 1,442,912

当事業年度中の変動額

当期純利益 20,654 20,654 20,654

当事業年度中の変動額合計 - - - - 20,654 20,654 20,654

当期末残高 500,000 301,000 116,842 417,842 545,725 1,463,567 1,463,567
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定額法

（追加情報） 固定資産の耐用年数の見積り

「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画（素案）」（令和元年 10 月 中野区）では、建物を解体

除却する目標スケジュールが示されておりますが、具体的な解体時期は未定です。このため当社は、

法人税法に定める法定耐用年数に基づいて固定資産の減価償却を実施しております。

2．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てして表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,459,721 千円

3. 担保に供している資産

一年以内返済長期借入金 4,374,000 千円の担保として供しているものは、

次のとおりであります。

預 金 1,436,457 千円

建 物 1,079,502 千円

土 地 3,285,403 千円

関係会社株式 405,000 千円

4．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 100,286 千円

長期金銭債務 228,000 千円
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損益計算書に関する注記

１．記載金額は千円未満を切り捨てして表示しております。

２．関係会社との取引高

売上高 456,000 千円

販売費及び一般管理費 1,000 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

C種優先株式 1 株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払固定資産税 15,506 千円

未払償却資産税 29 千円

未払事業税 170 千円

資産除去債務 3,753 千円

繰延税金資産合計 19,459 千円

繰延税金負債

資産除去債務 1,271 千円

繰延税金負債合計 1,271 千円

繰延税金資産の純額 18,187 千円
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関連当事者との取引に関する注記

１株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 22,306 円 02 銭

1 株当たり当期純損失 26,401 円 93 銭

資産除去債務に関する注記

当社は、保有する建物について、資産除去債務を計上しております。資産除

去債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得から 26 年間、割引率は 1.255％

を採用しております。

前会計年度において資産除去債務に計上した金額は 12,104 千円であり、当

期末における資産除去債務残高は、上記金額 12,104 千円と時の経過による資

産除去債務の調整額 151 千円の合計 12,256 千円であります。

なお、当社は、決算日現在で入手可能なすべての資料を勘案して最善の見

積りを行なっておりますが、今後、見積りの変更による資産除去債務の増減が生

じる可能性があります。

（単位：千円）

属 性 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者との関係 取引の内容

取引

金額
科 目

期末

残高

子会社 ㈱中野サンプラザ

所有 建物賃貸借契約の締結 賃貸料(注) 456,000

仮受金 58,486

前受収益 41,800

預り保証金 228,000

直接 100％ 事務管理委託契約の締結 事務管理委託料(注) 1,000 - -

保証契約の締結 借入債務の被保証 4,374,000 - -

（注）取引条件については、協議の上契約に基づき決定しております。

取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。
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事 業 報 告

（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2年 3月 31 日）

1. 企業集団の現況

（１）営業の経過および成果

当連結会計年度の我が国経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、

雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復しておりましたが、当連結

会計年度終盤に発生した新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛やイベン

トの中止・延期、訪日客の大幅減などにより、急速な個人消費の減少、企業収益の悪化

等の影響が生じております。

当社グループは、連結子会社とともに企業グループを構成し、不動産賃貸事業、施設

運営事業を行っております。

不動産賃貸事業の売上高は 393,009 千円を計上したものの、外出自粛など新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の動きにより施設運営事業の売上高は 2,476,182 千円に留ま

り、当連結会計年度の売上高は 2,869,191 千円と対前年度比 193,969 千円の減収とな

りました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため連結子会社においては来館者

数は減少しており、当社グループ保有資産の収益性が当初の予想よりも低下し、投資額

の回収が見込めない状況にあることから、減損損失 179,400 千円を特別損失に計上い

たしました。

この結果、経常利益は 234,048 千円を確保したものの、当期純損失は 51,176 千円と

なりました。

（２）資金調達の状況

該当事項はございません。

（３）設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました企業集団の設備投資の総額は、78,656 千円で

あり、主として B2 階中央監視室電力監視装置リニューアル工事等への投資でありま

す。

（４）他の会社の株式の取得の状況

該当事項はございません。
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（５）部門別売上高

（注）当社売上高は子会社からの賃料収入であり連結上相殺されております。このため、記載は全て子会社の売上高であります。

（６）直前３事業年度の財産及び損益の状況

（企業集団の財産及び損益の状況）

※ 当期純損失については、（ ）で示しております。

（当社の財産及び損益の状況）

区分
第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期

（平成 29 年 3月期） （平成 30 年 3月期） （平成 31 年 3月期） （令和 2年 3月期）

料飲部門（千円） 297,430 303,828 298,606 282,357

客室部門（千円） 362,480 377,049 381,996 351,768

婚礼・宴会・会議部門（千円） 1,099,562 1,126,551 1,067,709 945,947

研修室部門（千円） 178,444 180,256 186,847 193,050

ホール部門（千円） 575,569 620,570 609,782 581,759

その他の部門（千円） 513,253 520,091 518,220 514,308

合計（千円） 3,026,740 3,128,348 3,063,161 2,869,191

区 分

第 13 期

（平成 29 年 3月期）

第 14 期

（平成 30 年 3月期）

第 15 期

（平成 31 年 3月期）

第 16 期

（令和 2年 3月期）

売上高（千円） 3,026,740 3,128,348 3,063,161 2,869,191

経常利益（千円） 338,503 391,555 391,619 234,048

当期純利益

または当期純損失（千円）

227,126 258,749 260,173 （51,176）

１株当たり当期純損失

（円）

(615.55) (3,327.19) (3,326.20) (31,496.38)

総資産（千円） 7,355,530 7,563,463 7,754,155 7,540,582

純資産（千円） 2,157,644 2,416,394 2,676,567 2,625,390

区 分 第 13 期

（平成 29 年 3月期）

第 14 期

（平成 30 年 3月期）

第 15 期

（平成 31 年 3月期）

第 16 期

（令和 2年 3月期）

売上高（千円） 540,695 548,890 547,034 456,000

経常利益（千円） 111,093 140,810 145,206 30,060

当期純利益（千円） 77,104 97,023 100,538 20,654

１株当たり当期純損失（円） (11,255.42) (14,797.12) (19,681.74) (26,401.93)

総資産（千円） 6,107,734 6,158,350 6,221,323 6,242,034

純資産（千円） 1,245,350 1,342,374 1,442,912 1,463,567
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（注）1 株当たり当期純損失は、各期の期中平均株式数に基づき算出しております。

※ 当期純損失については、（ ）で示しております。

（７）重要な親会社及び子会社の状況

１．親会社との関係

該当事項はございません。

２．重要な子会社の状況

（８） 主要な事業内容

１．不動産の管理及び賃貸の事業

２．不動産の売買、交換、所有の事業

３．複合商業施設「中野サンプラザ」の運営

（９） 主要な事業所

本社 東京都中野区中野四丁目１番１号

（10） 使用人の状況

企業集団の使用人の状況

（11） 主要な借入先の状況

２．会社の現況

(1)株式の状況

１．発行可能株式総数 普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

C種優先株式 1 株

２．発行済株式の総数 普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

㈱中野サンプラザ 10,000 千円 100.0％ 施設運営事業

使 用 人 数

113 名

借入先 借入残高
借入先が所有する当社の株式

持株数 議決権比率

西武信用金庫本店 4,374 百万円 － －
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C種優先株式 1 株

３．株主数 1名

４．大株主

普通株式

C種優先株式

（注）Ｃ種優先株式は議決権を有しておりません。

(2)会社役員の状況

1．取締役および監査役の状況

（注）1. 令和元年 6月 18 日開催の定時株主総会において、田中政之氏が取締役に選

任され就任致しました。

2. 監査役塩田龍海、戸矢崎哲及び大塚孝子の各氏は、社外監査役であります。

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 10,100 株 71.6% ― ―

甲種優先株式

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 4,000 株 28.4% ― ―

株主名
当社への出資状況 当社当該株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

中野区 1株 ― ― ―

地 位 氏 名 担当または主な職業

代表取締役社長 金 野 晃 元中野区副区長

取締役 横 山 克 人 中野区副区長

取締役 山 岸 隆 一 元中野区収入役

取締役 川 村 秀 利 元宮園自動車株式会社 代表取締役

取締役 田 中 政 之 元中野区健康福祉部長

常勤監査役 塩 田 龍 海 公認会計士

監査役 戸 矢 崎 哲 国際電子工業株式会社 取締役社長

監査役 大 塚 孝 子 弁護士
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2．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称 永和監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 7,000 千円

(注)子会社の会計監査人の報酬等の額を含みます。

3. 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる内部統制システ

ム）について、その基本方針を平成 18 年 5 月 26 日の取締役会で決議し、平成３０年

６月２２日の取締役会でその一部を改定いたしました。なお、改定後の全文は以下の

とおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継続的に必要な見直しを行って

いくこととしております。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制（法３６２条第４項第６号・施行規則１００条第１項第４号）

当社の取締役及び使用人はコンプライアンスを遵守し、経営の重要な計画及び

運営に関わる戦略などの意思決定は取締役会で充分審議し決定するとともに、

監査役は法令並びに定款上の問題の有無を調査し、遵守状況の確認を行う。

（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制（施行規則１

００条第１項第１号）

代表取締役社長は「株主総会」・「取締役会」の議事録、稟議書等の重要な文

書（電磁的記録含む）について法令及び「文書取扱規程」に基づき保存、管理

する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（施行規則１００条第１項第２号）

代表取締役社長は、当社所有施設が二十四時間営業かつ不特定多数の者が

出入りすること、ホテル・宴会を含み不特定多数の顧客を相手とした多様な業態

を実施していることに鑑み、「危機管理」を経営上の重要課題であることと認識

し、子会社であり、当社所有施設の運営会社である株式会社中野サンプラザと

も常に迅速且つ適切な対応が取れるよう連絡・指示体制を確立するものとする。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（施行規

則１００条第１項第３号）

代表取締役社長は、取締役の職務の執行の効率化に関し、取締役会において

中期経営計画及び年次経営計画を策定し、経営計画に基づいた具体的施策

や目標達成状況の管理を行う。

（5）次に掲げる体制その他の当社並びに企業集団における業務の適正を確保する

ための体制（施行規則１００条第１項第５号イ～ニ）

(イ)子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

代表取締役社長は、運営会社である株式会社中野サンプラザとの円滑な情報

交換とグループ活動を促進するため、定期的に連絡会議を開催し、経営方針の

協議を行うと共に法令遵守や危機管理の状況等を確認するものとする。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、株式会社中野サンプラザが、二十四時間営業かつ不特定多数の者

が出入りする業態であること、ホテル・宴会を含み不特定多数の顧客を相手と

した多様な業態を実施していることに鑑み、株式会社中野サンプラザに、「危

機管理」を経営上の重要課題であることと認識させ、常に迅速且つ適切な対

応が取れるよう連絡・指示体制を確立させるものとする。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

当社は、株式会社中野サンプラザの経営会議や取締役会において中期経営

計画及び年次経営計画を策定させ、経営計画に基づいた各部門の具体的施

策や目標達成状況の管理を行わせる。

(二)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

当社は、株式会社中野サンプラザの取締役及び使用人のコンプライアンス遵

守を徹底させ、経営の重要な計画及び運営に関わる戦略などの意思決定を経

営会議や取締役会で充分審議し決定させるとともに、株式会社中野サンプラ

ザの監査役に、法令並びに定款上の問題の有無を調査させ、遵守状況の確

認を行わせる。
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（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立に関する事項（施行規

則１００条第３項第１、２号）

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その職務を

補助すべき使用人として、監査役付を置くものとする。また、監査役より監査

業務に必要な命令を受けた使用人は、当該事項に関して、取締役の指揮命令

を受けないものとする。

（7）監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事

項（施行規則１００条第３項第３号）

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関して当

該使用人の属する組織等の者の指揮命令を受けないものとする。

（8）当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役

への報告に関する体制及び子会社の取締役、監査役、使用人から報告を受け

た者は、当社の監査役に報告するための体制（施行規則１００条第３項第４号

イ、ロ）

当社の取締役または使用人は、監査役に対して当社及び子会社である株式会

社中野サンプラザに重大な影響を及ぼす恐れがある事項については速やかに

報告する。子会社の取締役、監査役、使用人から当社あるいは子会社に重大

な影響を及ぼす恐れがある事項について報告を受けた者は、当社の監査役に

速やかに報告する。

(9)当社の監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを

受けないことを確保するための体制（施行規則１００条第３項第５号）

当社は、当社の監査役に当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由

とするいかなる不利益な取り扱いを行うことを禁止する。監査役は、当該報告を

行った者が特定される事項については、取締役会等への報告義務は負わな

い。
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(10)当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針

に関する事項（施行規則１００条第３項第６号）

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請

求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に

必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理

する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（施行規

則１００条第３項第７号）

監査役は重要な意思決定のプロセスの業務の執行状況を把握するため、取

締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書

を閲覧し、取締役及び使用人に説明をもとめることとする。また、監査役会は監

査の実施にあたり、会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実効性を確保する

ものとする。

４．業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる内部統制システム）

についての基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めておりま

す。当期における運用状況の概要は、以下の通りであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

当期において、当社は取締役会を 12 回開催し、経営の重要な計画及び運営

に関わる戦略などの意思決定は充分審議し決定いたしました。なお、取締役会

は取締役 5名で構成され、監査役も出席しております。監査役は法令並びに

定款上の問題の有無を調査し、遵守状況の確認を行っております。

（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

当期に開催された「株主総会」・「取締役会」の議事録、稟議書等の重要な文書

（電磁的記録含む）について法令及び「文書取扱規程」に基づき保存、管理さ

れております。
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（3）企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、子会社との円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的

に当社の取締役、子会社の取締役との会合を行い、経営方針の協議と共に法

令遵守や危機管理の状況等を確認する機会を設けております。

（4）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

監査役は取締役会等重要会議に出席し、業務運営や課題、及び重大な影響を

及ぼす恐れがある事項について報告を受けております。

（5）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は取締役会等重要会議に出席し、取締役と常時意見交換できる体制と

なっております。また、監査役は稟議書等業務執行に係る重要な文書の閲覧を

行うことなどにより、監査の実効性向上を図っております。監査役会は、会社計

算規則に基づく会計監査人からの通知事項、意見交換や監査実施状況、及び

半期決算毎の監査報告などを通じて、会計監査人の職務実施状況の把握・評

価を行っております。なお、監査役会は 3名で構成されております。
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連結貸借対照表

（令和 2年 3月 31 日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 3,154,357 流動負債 4,801,673

現金及び預金 3,058,913 買掛金 37,105

売掛金 40,777 一年以内返済長期借入金 4,374,000

棚卸資産 10,966 未払費用 113,250

その他 43,993 未払法人税等 29,585

貸倒引当金 △ 294 前受金 86,770

固定資産 4,386,225 前受収益 54,106

有形固定資産 4,364,906 賞与引当金 34,380

建物 1,079,502 その他 72,474

土地 3,285,403 固定負債 113,517

その他 0 預り保証金 101,261

無形固定資産 0 その他 12,256

投資その他の資産 21,318 負債合計 4,915,191

（純資産の部）

株主資本 2,625,390

資本金 500,000

資本剰余金 417,842

利益剰余金 1,707,548

純資産合計 2,625,390

資産合計 7,540,582 負債及び純資産合計 7,540,582
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連結損益計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 2,869,191

売上原価 1,685,487

売上総利益 1,183,704

販売費及び一般管理費 904,610

営業利益 279,093

営業外収益

受取利息・配当金 123

雑収入 41,598

その他 543 42,265

営業外費用

支払利息 87,310

その他 0 87,311

経常利益 234,048

特別損失

減損損失 179,400 179,400

税金等調整前当期純利益 54,648

法人税、住民税及び事業税 76,891

法人税等調整額 28,933 105,825

当期純損失 51,176

親会社株主に帰属する当期純損失 51,176
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連結株主資本等変動計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

その他

利 益

剰余金

繰 越

利 益

剰余金

当期首残高 500,000 301,000 116,842 417,842 1,758,725 2,676,567 2,676,567

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する当期純損失 △ 51,176 △ 51,176 △ 51,176

連結会計年度中の変動額合計 - - - - △ 51,176 △ 51,176 △ 51,176

当期末残高 500,000 301,000 116,842 417,842 1,707,548 2,625,390 2,625,390
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連結注記表

Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数 １社

（２）連結子会社の名称 株式会社中野サンプラザ

２．会計方針に関する事項

（１）資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・・・・・・・・最終仕入原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・主として定額法

無形固定資産・・・・・・定額法

（追加情報） 固定資産の耐用年数の見積り

「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画（素案）」（令和元年 10 月 中野区）では、建物

を解体除却する目標スケジュールが示されておりますが、具体的な解体時期は未定です。こ

のため当社は、法人税法に定める法定耐用年数に基づいて固定資産の減価償却を実施して

おります。

（３）引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に当てるため、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき金額を計上しております。

（４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

税抜方式によっております。
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Ⅱ 連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産

預 金 1,436,457 千円

建 物 1,079,502 千円

土 地 3,285,403 千円

計 5,801,363 千円

（２）担保に係る債務

一年以内返済長期借入金 4,374,000 千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,175,771 千円

Ⅲ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,100 株

甲種優先株式 4,000 株

Ｃ種優先株式 1株
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Ⅳ 金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関か

らの借入により資金を調達しております。

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、今後も与

信管理を強化する等、リスク低減を図っていく方針です。

借入金及びファイナンスリース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要

な資金の調達を目的としたものであります。

2．金融商品の時価等に関する事項

令和 2年 3月 31 日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次の通りです。

（注 1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（1）現金及び預金、並びに（2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

（3）買掛金、並びに（4）一年以内返済長期借入金

これについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

預り保証金については市場価格がなく、且つ、将来キャッシュフローを見積もることができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記に記載しておりません。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額（*） 時 価（*） 差 額

（1） 現金及び預金 3,058,913 3,058,913 -

（2） 売掛金 40,777 40,777 -

（3） 買掛金 (37,105) (37,105) -

（4） 一年以内返済長期借入金 (4,374,000) (4,374,000) -

（*） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
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Ⅴ 賃貸等不動産に関する注記

１． 賃貸不動産の状況に関する事項

当社グループは、東京都において、賃貸用の商業施設（土地を含む。）を有して

おります。

２． 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注２）当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用い

て調整を行ったものを含む。）であります。

Ⅵ １株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 104,704 円 84 銭

１株当たり当期純損失 31,496 円 38 銭

Ⅶ 重要な後発事象に関する注記

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当該影響が長引けば当社グループの経営成

績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。なお現時点では当該影響額

を合理的に算定することは困難であります。

Ⅷ 資産除去債務に関する注記

当社グループは、保有する建物について、資産除去債務を計上しております。資産除去

債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得から 26 年間、割引率は 1.255％を採用して

おります。

前連結会計年度会計期間において資産除去債務に計上した金額は 12,104 千円であ

り、当連結会計年度末における資産除去債務残高は、上記金額 12,104 千円と時の経過に

よる資産除去債務の調整額 151 千円の合計 12,256 千円であります。

なお、当社グループは、連結決算日現在で入手可能なすべての資料を勘案して最善の

見積りを行なっておりますが、今後、見積りの変更による資産除去債務の増減が生じる可能

性があります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価

1,147,398 2,119,789
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Ⅸ 減損損失に関する注記

（1） 減損損失の認識に至った経緯
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当社グループの来館者数は

顕著に減少し、売上高が著しく減少しております。当社グループの保有

する資産の収益性を低下させる変化があったため、株式会社中野サン

プラザの固定資産については帳簿価額を 1円まで減額し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しております。

（2） 減損損失の金額
建物 92,344千円
機械・装置 21,580千円
工具器具備品 61,386千円
電話加入権 116千円
ソフトウェア 3,971千円
減損損失合計 179,400千円



監査役会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

当監査役会は、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第１６期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本

監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役

と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で

監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制

の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書 、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２０年５月２９日

株式会社まちづくり中野２１監査役会

常勤社外監査役 塩 田 龍 海 ㊞

社外監査役 戸 矢 崎 哲 ㊞

社外監査役 大 塚 孝 子 ㊞



監査役会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

当監査役会は、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第１６期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本

監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役

と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で

監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制

の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書 、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２０年５月２９日

株式会社まちづくり中野２１監査役会

常勤社外監査役 塩 田 龍 海 ㊞

社外監査役 戸 矢 崎 哲 ㊞

社外監査役 大 塚 孝 子 ㊞



第 １７ 期 予 算 書

自令和２ 年 ４ 月 １ 日

至令和３ 年 ３ 月３１日

株式会社まちづくり中野 21



損 益 計 算 書 （予算）

（令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 508,423

売上原価 91,004

売上総利益 417,418

販売費及び一般管理費 272,110

営業利益 145,308

営業外収益

受取利息・配当金 15 15

営業外費用

支払利息 86,084 86,084

経常利益 59,238

税引前当期利益 59,238

法人税、住民税及び事業税 20,500

当期純利益 38,738


